
○ 農業機械の安全性を向上するには、様々な装備や構造が必要。これらを評価、確認するため、
（独）農研機構 生研センターにおいて、型式検査や安全鑑定などを実施。 

○ 型式検査は、農業機械化促進法に基づき国が行う検査であり、① 作業能率、② 作業精度、
③ 安全上の構造、④ 耐久性、等を検査官が実機で検査。毎年、対象機種を選定しており、近年
はトラクター、田植機、コンバイン等10機種が対象となっている。検査に合格した型式には、検査
合格証票を添付することができる。 

○ 安全鑑定は、生研センターが実施する任意の鑑定制度であり、① 緊急停止装置が機能するか、
② 適正な防護カバーが取り付けられているか、③ 注意喚起のシールが添付されているか、等
を検査官が実機で確認。検査に合格した型式には、安全鑑定証票を添付することができる。 

  ○ 農業機械の安全対策（型式検査と安全鑑定） 

２ 農作業安全対策の推進 

根拠 対象機種 対象機械 申請 内容 
試験方法
基準 

試験結果 
合格機へ
の証票貼
付 

型式検査 農業機械
化促進法 

トラクタ等
10機種 
 

通常生産
品 
 

任意 機械の性
能試験
（安全性/

取扱性を
含む） 

あり 合格機と
して公表 

任意 

安全鑑定 （独）農研
機構規程 

トラクタ等
31機種及

び農業機
械として認
められるも
の 
 

通常生産
品 
 

任意 機械の安
全性確認 
 

あり 適合機と
して公表 
 

任意 
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農業就業人口と65歳以上の割合の推移 農作業死亡事故の発生状況 

事
故
件
数
（件
） 

482 

414 
389 

335 

261 

33% 

62% 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100

200

300

400

500

H２ 7 12 17 22

 
 

 
 

 

（万人） 

 ○年齢階層別の死亡事故発生状況 

○ 農業就業人口が減少し、高齢農業者の割合が増加する中で、農作業死亡事故件数は、毎年
約400件でこれまで横ばいで推移。平成23年度は366件に減少したが、依然として農業就業人口
に占める事故割合は増加傾向にある。 
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○ 農作業死亡事故の内訳（平成２３年） 

 ○要因別の死亡事故発生状況 

（ ）内は、事故発生件数計を100とした場合
の割合 

 
【 】内は、農業機械作業に係る事故件数計
を100とした場合の割合 

農業機械作業に係る事故 
２４７件（６７．５％） 

機械・施設以外の作業に係る事故 
（ほ場、道路からの転落２７件、熱中症２１件 等） 

９９件（２７．０％） 
 
 

農業用施設作業に係る事故 
２０件（５．５％） 

366件 

歩行型トラクター 
40件【16.2%】 

農用運搬車 
31件【12.6%】 

自脱型ｺﾝﾊﾞｲﾝ 
9件【3.6%】 

その他 
35件【14.2%】 

動力刈払機 
5件【2.0%】 

動力防除機 
4件【1.6%】 

乗用型トラクター 
123件【49.8%】 
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農作業安全確認運動の推進 

２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 
全国推進運動
構成団体 

１８団体 １９団体 

重点推進テーマ 

１１団体 

・乗用型トラクターの事
故防止 

・万一の事故に備えた労
災保険の加入促進 

安全確認徹底で家族
と農業を守ろう！ 

一人ひとりが主役 広げ
よう！安全確認 

運動参加団体 ６９５団体 ６７７団体 ６２５団体 

 運動期間中、協力団体が農作業安全に関する取組を実施すること
で、全国的な農作業安全の普及を図る。 
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農作業安全確認運動の推進 

①「農作業安全」の全国への浸透 

②地域による農作業安全の取組の実施 

③パンフレットやマニュアル等の啓発資材の作成  etc… 

成果 

取組方針 

・地域で持続的に農作業安全を取り組むための
実施体制の整備 

・地域で実施してきた優良な取組を、全国へ展開 

・農作業安全が全国的に浸透してきたとはいえ、地域の取組が地域リー
ダーに頼りがちで、持続的に実施されているとはいえない状況。 

 

・地域で実施されている事例やこれまで作成してきた啓発資材を活かす。 
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 〔テーマ〕（通年） 
  『あなたの地域から広がる、農作業安全』 
各々の地域が実施している農作業安全の取組を
全国へ展開し、農作業事故の減少を図る。 

  
 〔実施期間〕 
  春：平成26年３月１日～ ５月31日（３ヶ月） 
  秋：平成26年９月１日～10月31日（２ヶ月） 
 
農業等関係約２００団体へ運動への参加を呼びかけ。 
 

2014年農作業安全確認運動 

２０１４年農作業安全確認運動 
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